
平成３０年度行田市ふるさとづくり事業について

Ａ：足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業
足袋蔵等の歴史的建築物を改修・

活用（１０年以上にわたって公益性

の高いソフト事業を展開）する事業

に補助します。

補助率
10/10以内
補助限度額
2,000万円

現 行

Ｂ：行田らしいまち並みづくり事業
行田らしさを感じる外観として、建物

を改修したり、塀や看板等を設置・

改修する事業に補助します。

補助率
1/2以内

補助限度額
５０万円

Ｃ：おもてなし・にぎわい創出事業
観光拠点への案内標示板の整備や、

空き店舗等を活用して休憩・授乳でき

る施設整備事業に補助します。

補助率
1/2以内

補助限度額
４０万円

Ｄ：市指定文化財歴史的建築物改修事業
教育委員会が指定した歴史的建築物

を修復・改修する事業に補助します。

補助率
1/2以内

補助限度額
２００万円

Ｂ：行田らしいまち並みづくり事業

補助率 1/2以内 補助限度額 １００万円

更なる事業の
促進を図る

Ｄ：日本遺産構成資産公開活用促進事業
日本遺産認定ストーリー「和装文化の

足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」

の構成資産である歴史的建築物を改修

し、１０年以上にわたって広く一般公開

する事業に補助します。

補助率
２/３以内

補助限度額
５００万円

統合のうえ
新設

【趣旨】
構成資産である歴史的建築物の多くは、個人

所有となっており、一般に公開されていない。
これらの公開活用を促すことで、観光振興・地域
活性化を図るもの。

Ｃ：おもてなし・にぎわい創出事業
補助率 1/2以内 補助限度額 ４０万円

Ａ：足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業
補助率 10/10以内 補助限度額 2,000万円

改善案
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